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　本年度も女性部では青年部と連携し、 松本税務署ならびに管内小

学校にご協力をいただき、 租税教育活動の一環として 『税に関す

る絵はがきコンクール』 に取り組んでまいりました。

　今回は 14 校から 565 作品が寄せられ、 選考の結果各賞が決定

いたしました。 たくさんのご応募誠にありがとうございました。

（２頁に関連記事掲載）

令和３年度
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　次代を担うこども達に税の大切さや役割を伝える租
税教育活動の一環として、女性部では毎年『税に関す
る絵はがきコンクール』を開催しています。この取り
組みは管内小学校６年生を対象に、青年部が講師役を
担当して実施される租税教室を受講した児童に、授業
を通じて税について学んだことや感じたことを一枚の
絵はがきにしてもらう取り組みです。

　本年度もコロナ禍での開催となりましたが、14 校
から 565 作品が寄せられました。１月１8日には松
本税務署より小澤副署長をはじめとした幹部の方にも
お越しいただき審査会を実施。松本税務署長賞、松本
法人会女性部長賞（いずれも表紙に掲載）をはじめとす
る各賞が選出されました。入賞作品は確定申告期間中
松本税務署に展示されています。

開催報告
税税
ぜ いぜ い

にに関関
か んか ん

するする絵絵
ええ

ははががききコンクールコンクール女性部
令和３年度

たくさんのご応募 ありがとうございました♪
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　松本市波田地区、松本電鉄上高地線新島々駅近
くにございます大栄産業㈱。1947年に創設され、
現在は環境事業（古コンクリート電柱の収集運搬
やリサイクル処理 等）、木材事業（丸太・杭・板
などの加工や木道・木橋・デッキ・看板などの施
工、木材の防腐処理 等）、土木・電気事業（電線
の地中線工事 等）などを手掛ける企業です。
　今回お話を伺った鰐川さんは入社２年目で、環
境、木材事業の事務を主に担当されており、各種
書類作成やお客様と社内担当者との連絡調整など
に忙しい日々を過ごされています。また、当社が
新規事業として準備を進めるオーダーメイド木材
製品の通信販売サイトの作成にも取り組まれ、お
客様にとって使いやすいサイトづくりに奮闘中で
す。
　まだまだ不慣れなことや分からないこともあり
ますが、従業員教育に熱心な職場環境の中で、先
輩の方々からの指導を受けながら専門知識を深
めるための勉強にも日々取り組まれているそうで
す。お忙しい中、取材にご協力いただきありがと
うございました！　　　　（深澤和紀編集委員）

　慶応４年 (1868) 創業
の石井味噌。名物の「信
州三年味噌」をはじめ、
数多くの味噌を使用した

商品を製造・販売しています。コロナ禍において、従
来の全国から訪れる観光客の味噌蔵見学やお食事を提
供する機会は減少を余儀なくされていますが、通信販
売や県内、近県からの修学旅行の受入れなど、今でき
ることに取り組まれています。
　味噌産地には戦国時代にルーツがあることが多く、
有名武将のおひざ元には必ず味噌があるとのこと。信
州で言えば武田信玄公であり、以来信州では味噌作り
が盛んに行われ、現在では国内生産シェア約 50% を
誇る一大産地です。
　石井社長は未来を見て「成長すること」に強く想い
を寄せています。その中で 2006 年から始められた味
噌作り体験会。味噌を実際に作っていただくことで、
その文化と美味しさを次の世代に伝え、お子様や大人
まで大変喜ばれています。
　石井社長の座右の銘は「急がず
休まず」。セイコー創始者の服部
金太郎さんの言葉で、一生は短い、
止まっていては終わってしまう。
逆に、急成長は破綻を生む、着実
に伸びていくことが大切と。150
年以上続く企業を支えているのが
よくわかります。そんな熱い想い
から作られ、健康にもとても良い
味噌を今日も美味しく頂きます。　　　　　　　　

（澤田恵輔編集委員）

『成長すること』

『日々勉強中です』

株式会社 石井味噌
松本市埋橋
代表取締役社長　石井　康介  氏

大栄産業 株式会社
松本市波田

　　鰐川　朋恵 さん
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Ｑ．人材確保等促進税制とはどのような制度でしょう
か。概要を教えて下さい。

Ａ．人材確保等促進税制とは、新卒や中途採用による
外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う
企業に対し、新規雇用者給与等支給額の一定割合を
法人税額又は所得税額から控除する制度です。〔新
規雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置〕

①　適用対象企業
　　青色申告書を提出する個人及び法人（中小企業
者に限定されない）です。税務申告より前に特段
の手続きを行う必要はありません。
②　適用期間
　　法人は令和３年４月１日から令和５年３月31日
までの間に開始する各事業年度において適用する
ことが出来ます。（個人事業者は令和４年分・同
５年分の所得税について適用）
③　通常の適用要件
　　通常の適用要件は、新規雇用者給与等支給額（※
１）が、前年度の新規雇用者給与等支給額（新規雇
用者比較給与等支給額）より２％以上増えている
ことです。この場合、控除対象新規雇用者給与等
支給額（※２）の15％を法人税額又は所得税額から
控除することが出来ます。（ただし、税額控除額は、
法人税額又は所得税額の20％を上限とします。）
④上乗せ要件
　　通常の適用要件に加えて、教育訓練費の額（※
３）が、前年度より20％以上増えている場合には、
通常要件の控除率を５％上乗せし、控除対象新規
雇用者給与等支給額の20％を法人税額又は所得税
額から控除することが出来ます。（ただし税額控
除額は、法人税額又は所得税額の20％を上限とし
ます。）

【上記で (※ ) を付した用語の定義】
※１「新規雇用者給与等支給額」とは、国内新規雇用者
のうち雇用保険の一般被保険者に対してその雇用し
た日から１年以内に支給する給与等の支給額をいい
ます。
①　国内雇用者とは、法人の使用人のうちその法人
の有する国内の事業所に勤務する雇用者で国内に
所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載

された人をいいます。パート、アルバイト、日雇
い労働者も含みます。ただし、使用人兼務役員及
び役員の特殊関係者は含まれません。

②　国内新規雇用者とは、法人の国内雇用者のうち、
当該法人の有する国内の事業所に勤務することと
なった日から１年を経過していない者をいいます。

③　雇用保険の一般被保険者とは、雇用保険の適用
事業に雇用される労働者であって、１週間の所定
労働時間が20時間未満である者等以外は、原則と
して雇用保険の被保険者となり、そのうち高年齢
被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保
険者以外の被保険者のことをいいます。

　　（給与等とは、俸給・給料・賃金・歳費及び賞
与並びに、これらの性質を有する給与をいいます。）

※２「控除対象新規雇用者給与等支給額」とは、適用年
度において、国内新規雇用者に対してその雇用した
日から 1年以内に支給する給与等の支給額をいい
ます。新規雇用者給与等支給額との違いは、国内新
規雇用者を雇用保険の一般被保険者に限らない点及
び雇用安定助成金額を控除する点です。

※３「教育訓練費の額」とは、国内雇用者の職務に必要
な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために
支出する費用のうち一定のものをいいます。法人が
教育訓練等を自ら行う場合の外部講師謝金や外部施
設使用料等の費用、他の者に委託して教育訓練等を
行わせる場合の研修委託費等の費用、他の者が行う
教育訓練等に参加させる場合の費用等が該当します。

年度途中に採用された国内新規雇用者の考え方
　　国内新規雇用者については、事業年度の開始とと
もに雇用される者だけでなく、事業年度の途中から
雇用される者も想定されるところ、新規雇用者給与
等支給額の算定の考え方について、以下に例を示し
ます。

●３月決算企業を想定し、本税制の適用年度を令和３
年度、前年度を令和２年度とします。

●当該企業は、新卒採用者 A・Bと中途採用者 C～
Gの計７名を雇用します。

●雇用者Ａ～Ｇの採用時期は、新卒採用者Ａ（令和２
年４月）、新卒採用者Ｂ（令和３年４月）、中途採用
者Ｃ（令和２年６月）、中途採用者D（令和２年12月）、
中途採用者 E（令和３年５月）、中途採用者 F（令和
３年７月）、中途採用者G（令和元年10月）とします。

⇒　上記のケースにおいて、雇用者A～Gについて、
次頁の図で「●印」又は「◎印」を付した部分の年月の
給与額が、「（国内新規雇用者のうち雇用保険の一般
被保険者に対して）雇用した日から１年以内に支給
する給与等の支給額」に該当し、新規雇用者給与等
支給額の対象となります。

⇒　したがって、●印部分の合計は前年度における新
規雇用者給与等支給額であるから、その額が「新規

〔会社の税務…よろず相談室 168〕法人税・所得税関係
人材確保等促進税制の概要

法
人
会
　
無
料
会
員
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談
室
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わ
し
く
は
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ま
で
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雇用者比較給与等支給額」となり、また、◎印部分
の合計は適用年度における新規雇用者給与等支給額

であるから、その額が「新規雇用者給与等支給額」と
なります。

【参考】　経済産業省：「人材確保等促進税制」御利用ガイドブック
（税制委員会：甕秀行、大池明、北澤剛　グループ稿）　（監修：関東信越税理士会　松本支部）

前年度（令和２年度） 適用年度（令和３年度）
４
月
５
月
６
月
７
月
８
月
９
月
10
月
11
月
12
月
１
月
２
月
３
月
４
月
５
月
６
月
７
月
８
月
９
月
10
月
11
月
12
月
１
月
２
月
３
月

新卒採用者A／ R２.４採用 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
新卒採用者B／ R３.４採用 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
中途採用者C／ R２.６採用 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◎ ◎
中途採用者D／ R２.12採用 ● ● ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
中途採用者 E／ R３.５採用 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
中途採用者 F／ R３.７採用 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
中途採用者G／ R１.10採用 ● ● ● ● ● ●

「●」の部分の合計が
新規雇用者比較給与等支給額

新規雇用者給与等支給額（適用年度）－新規雇用者比較給与等支給額（前年度）
≧２％

新規雇用者比較給与等支給額（前年度）

「◎」の部分の合計が
新規雇用者給与等支給額

　J３リーグ松本山雅 FC主催試合観戦チケットを抽
選でプレゼントいたします。注意事項をご確認いただ
き、下記方法にてご応募くださいますようお願い申し
上げます。
【注意事項】
・チケットは会場：アルウィン / ホーム自由席です。
・各試合チケットは３枚ございます。1 名の方にプレ

ゼント。
・新型コロナウイルス感染拡大状況により、開催を含

めスケジュール等が変更となる場合も予想されます
が、ご了承願います。

・今回は３月26日［vs 鹿児島ユナイテッドＦＣ］～５
月 29日［vs ＦＣ今治］のチケットです。以降、運営
会社よりチケット受け取り次第、ご案内いたします。

【応募方法】
①お名前　②企業名　③ご連絡先（郵便番号・住所・
電話番号）④ご希望される試合
※お一人様1試合とさせていただきます。右の『対戦
スケジュール』をご確認いただき、「試合日時」と「対戦

2022シーズン松本山雅ＦＣ主催試合　観戦チケットを抽選でプレゼント‼

チーム」をご記入下さい。
　前記 4項目をご記入の上、法人会事務局にＦＡＸ

（36-0839）で、３月14日㈪までにご返信いただきます
ようお願い申し上げます。（当選者の発表はチケット
の発送をもって代えさせていただきます。）

『対戦スケジュール』
節 試合日時 対戦チーム キックオフ

時間

J３リーグ３節 ３月26日㈯ 鹿児島ユナイ
テッドＦＣ 14:00

J３リーグ５節 4月10日㈰ テゲハジャーロ
宮崎 15:00

J３リーグ７節 4月30日㈯ アスルクラロ沼津 19:00

J３リーグ８節 5月4日㈬・㈷ ギラヴァンツ
北九州 15:00

J３リーグ10節 5月29日㈰ ＦＣ今治 12:00

【お問い合せ】　法人会事務局（電話：0２63-35-8080）
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　私が高校生の時のことです。駅前を友人と歩いてい
たら突然話しかけられました。その人は、「あなたの
幸せをお祈りさせてください。」と言うので、喜んで
「ぜひお願いします。」とお答えしました。ただ、ちょっ
と興味があったので、もしここでお断りしたらどう
なるのですかと聞いてみたところ、「あなたは地獄に
行きます。」と言われたのです。このロジックにどう
しても納得がいかなかった私と友人は、「天国という
ところと地獄というところがあるとして、もしあなた
と出会わなければそれぞれに行ける確率はどうなって
いるのですか。」と尋ねると、「どちらかに行けるかは
わかりません。」と言われたのです。仮にその確率を
五分五分だったとして、もしあなたに出会わなければ
私は、50％の確率で天国に行けたのにあなたに出会っ
たことによってその確率が０％になってしまった。と
すれば私の人生にとってあなたと会ったことは不幸に
なったということですよね、私の天国を返してほしい
ということで大激論になったことがあります。その当
時は、この二元論の綾には気が付いていなかったので
すが、ある時に気が付いたのです。このロジックには
祈るけど不幸になるという選択肢と祈らないけど幸せ
になるという選択肢があることに。

幸せになる 不幸になる（地獄に行く）
祈る 〇 ？？

祈らない ？？ ×

　今考えると面倒な高校生によって、お祈りしてくれ
ようとしたその人が一番不幸なってしまったのではと
反省しきりですが、このような、二元論的論法は、哲
学的な話だけでなく経済社会にも多く見られます。
　そこで今回は、まことしやかにささやかれている二
元論的経済選択を考察してみたいと思います。

１．購入かリースか
　　この質問は、会計士をやっていると本当によく聞
かれます。実はこの質問は、購入かリースかを単純
な支出額で考えるととても簡単です。リースの方が
リース会社の利益が乗る分だけ損しますとお答えし
ています。実はここにも経済選択的綾が存在します。
私の理屈には、購入価格が一定という前提が必要な
のです。車を購入する際の本体価格は購入もリース
も基本的にあまり変わらないのでこの理屈でよいと
思いますが、例えばコピー機だった場合はどうで

しょうか。私がコピー機を Canon なり富士フイル
ムに電話をしてコピー機をくださいと聞けば、多分
かなり高値のお見積りを頂戴することになると思い
ます。対して、それぞれの取扱業者に電話をして同
じ型番のコピー機をお願いするとその本体価格が安
くてびっくりするということがあります。これは、
取扱業者と私のような数年に１台しか購入しない事
業者では、スケールメリットが全く異なり本体価格
も異なってくるからです。すると仮に取扱業者の方
にリースでお願いしたとしても本体価格の値下げ分
があるため、リースの方が購入するよりも得になる
ことがあるのです。さらにリースの場合、管理の手
間が省ける点も見過ごせません。

２．賃貸か持ち家か
　　ちょっと会社経営からは離れますが、これもよく
見かける議論ですね。最近の論調は、賃貸の方がお
得というのが多いでしょうか。但しこの議論にも圧
倒的に足りない前提があります。全く同じ物件に対
して、賃貸か持ち家かという選択肢がそもそもない
ということです。また、いつまで生きるのかという
ことを必ず仮定しなければなりませんし、将来いく
らで売れるのかという前提も必要です。さらには、
家を所有するという精神的充足感の比較もできませ
ん。

３．新車か中古か
　　この質問もよく受ける質問です。これについても、
基本的には、中古車販売店の利益が乗る分中古車の
方が損しますとお答えしております。しかし本当で
しょうか。新車を買った瞬間に売るとなると、買っ
た価格で売れないのは広く知られている通りです。
この際の下落率は、数割にも及ぶとも言われており、
仮に新車を買った瞬間に２割減で売った場合、中古
車業者が１割上乗せして販売してもまだ１割減で買
えることになります。これは極端な例であり、通常
何年か使用した車両を売却する場合はこのような中
古車のパラドックスは発生しないため、やはり支払
総額は中古車の方が多くなる可能性が高いかもしれ
ません。

　　ここまでくるとすべての例示で私が結論を言って
いないことに皆様お気づきのことでしょう。そうな
んです、〇〇すれば必ず儲かるというような論法は
そもそも怪しいと考え、いろいろな条件を複合的に

経済的都市伝説 ～社長の経済選択的考察～
水 城 由 貴公認会計士
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検討した上で選択することこそが、社長の使命とい
うことでしょうか。とすれば、私の文章すらも信じ
るか信じないかはあなた次第かもしれません。

■概要
　国税局や税務署において、税のスペシャリストと
して働く国税専門官（国家公務員）を募集します。

■受験資格
１　平成４年４月２日～平成13年４月１日生まれ
の者
２　平成13年４月２日以降生まれの者で次に掲
げる者
⑴　大学（短期大学を除く。以下同じ。）を卒
業した者及び令和５年３月までに大学を卒業
する見込みの者
⑵　人事院が⑴に掲げる者と同等の資格がある
と認める者

■試験の程度
　大学卒業程度

■申込み方法等
◎【原則】インターネット申込み

○次のアドレスへアクセスし、
　説明に従って入力
　https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
○受付期間
　令和４年３月18日㈮午前９時～４月４日㈪
　［受信有効］

【インターネット申込みができない場合】
　郵送又は持参
○提出先
　希望する第 1次試験地に対応する国税局又
は沖縄国税事務所

○受付期間
　令和４年３月18日㈮～３月22日㈫
　※通信日付印有効

■試験日
　第１次試験日　令和４年６月５日㈰
第２次試験日　令和４年７月４日㈪～７月15日㈮

のいずれか第１次試験合格通知書
で指定する日時

■試験地
　第１次試験地　高崎市、さいたま市、
　　　　　　　　新潟市、松本市ほか
　第２次試験地　さいたま市ほか

■合格者発表日
　第１次試験合格者　令和４年６月28日㈫午前９時
　最 終 合 格 者　令和４年８月16日㈫午前９時

■問合せ先
　○インターネット申込みに関する問合せ
　　人事院人材局試験課　Tel:03-3581-5311
　　　　　　　　　　　　内線　2332
　　午前９時から午後５時
　　（土 ･日曜日及び祝日等の休日は除く。）

　○上記以外の問合せ
　　関東信越国税局人事第二課試験係
　　Tel:048-600-3111　内線 2097
　　午前８時30分から午後５時
　　（土 ･日曜日及び祝日等の休日は除く。）

水城由貴公認会計士事務所
松本市島立堀米 863-1　電話 (0263)31-6665　

令和４年度国税専門官採用試験要綱令和４年度国税専門官採用試験要綱税務署からのお知らせ
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　それなりの学識経験者を取材したときのこと。話が
多岐にわたり、子供の頃に親から聞かされたという逸
話を教えてくれた。ともかく深く考えさせられること
があったので紹介してみたい。
　昔、とても貧しい村に突如、何でも願いをかなえて
くれるという地蔵が出現した。最初は１人の村人が、
疑いながらも豊かになりたいと地蔵に願を掛けた。す
ると、その通り豊かになることができた。それを見た
村人たちは、われもわれもと押し寄せ、すべての村人
の暮らしが豊かになったという。ところが、みんなが
豊かだと面白くないと村人は思い始める。次に、「自
分以外は貧乏になれ」と村人たちは願い始めた。結果
として、昔のような貧乏な村に戻ってしまったそうだ。
　取材した時期は、ちょうど国政選挙があった頃で、
ポピュリズムの話からの雑談でこの逸話が出てきた。
取材相手は「願いをかなえる地蔵とポピュリズムがど
こか似てないか」という問題提起だったが、それは無
理があると感じた。
　多くの人が幸せになることで自分も幸せだと感じる
のか、自分より不幸な人がいることで自分は幸せだと
感じるのか。他人の不幸の上に自分の幸福を築こうと
する考えの間違いを、逸話は伝えているのではと私は
理解する。すべての村人が豊かであり続けてほしいと
願えば、何も問題はなかったはず。つまり「持続可能」
な豊かさを得るのは極めて簡単な行動であったのにで
きなかった。人の心に巣くう自己中心的な考えや差別
意識が、自らも含めて村全体を貧しくしてしまったの
だと思う。
いくらでもつつける重箱の隅
　かなり強引に無理のある形で話をつないでしまうの
だが、「持続可能」という言葉で連想するのはＳＤＧ
ｓ（持続可能な開発目標）だろう。17の目標は際限
のない取り組みに思えてならないが、やらなければ未

来の地球・人類の行く末は厳しさしか見えてこない。
ただ世界各地で紛争は絶えず、深刻な人権問題、国ご
とに事情が異なる環境問題への対応など、それぞれに
課題が多いのはご承知の通りだ。
　ＳＤＧｓの最重要事項は①脱炭素、②人権、③ダイ
バーシティの３つだと思う。このうち①の環境問題に
ついて、地球温暖化と日本の課題に詳しい大学教授の
話を聞いた。
　それによると、日本は2050年までに、再生可能エネ
ルギーによる主力電源化などによる脱炭素社会の実現
に取り組むこととなった。しかし、太陽光発電パネル
は、石炭火力発電で得られた電力を使って生産する中
国製品が圧倒的シェアを占めており、今後、日本に輸
入される電気自動車も同じことだと教授は強調する。
脱炭素が「非脱炭素から生産される製品を使って達成
する取り組み」では、首をかしげたくなる。何とも不
思議なことだ。
　この問題を取材し調べていくと矛盾を感じることが
少なくない。他にも指摘したい項目はあり、重箱の隅
はいくらでもつつけるように思う。だが、理想と現実
のギャップは常にあること。言っていることとやって
いることの違いや矛盾は常に存在し、それを改善させ
ながら進む方が無理はない。矛盾は程度の問題ではな
いか。
　それよりも17の目標に向かって全世界がベクトルを
合わせていくことが大事だと考える。そのための行動
に出ることを優先すべきだと思う。冒頭で触れた逸話
のようになってはいけない。
　
【筆者紹介】海部隆太郎（かいべ・りゅうたろう）
法政大学卒。全国紙記者、ＩＴ企業を経てフリー。
中小企業を中心に企業が抱える幅広い課題を取材、
執筆活動を展開する。

しょせん、矛盾は程度問題だと割り切るしょせん、矛盾は程度問題だと割り切る
ジャーナリスト　海部隆太郎

❄ ❄
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　オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定
申告期間（申告所得税：２月16日～３月15日）にかけ
て、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維
持できないこと等により、申告が困難となる納税者が
増加することが想定されます。
　こうした状況を踏まえ、令和３年分確定申告につい
て、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が
困難な方については、令和４年４月15日までの間、簡
易な方法により申告・納付期限の延長を申請すること
ができるようにしました。

（注１）具体的には、期限後に申告が可能となった時点
で、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影
響により延長を申請する旨を記載する方法です

（申請書の提出は不要）。

（注２）申告所得税以外の税目も同様の取り扱いとなり
ます。

※詳細は国税庁ホームページ内「新型コロナウイルス
感染症に関する対応等について（詳しくはこちら）」
をご覧ください。

　なお、確定申告書の提出は、外出せず利用できる
e-Tax（国税電子申告・納税システム）が便利です。
また、マイナンバーカードや税務署の発行する ID・
パスワードをお持ちでないなど e-Tax がご利用でき
ない方は、作成した申告書を郵送にて提出することも
できます。
※申告書の作成は、国税庁ホームページ内「確定申告
書等作成コーナー」をご利用ください。

国税庁からのお知らせ【所得税等の確定申告について】国税庁からのお知らせ【所得税等の確定申告について】
新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
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３月の予定
２日税制委グループ会議（書面決議）　
３日女性部幹事会（書面決議）　
４日青年部幹事会（オンライン開催）　
11日正副会長会、第18回理事会
２8日決算説明会

決 算 説 明 会
（法人税・消費税の説明会 /2月決算法人対象）

3月 ２8 日㈪　午後 2時より　松本市駅前会館　4階 「大会議室」

※会場設営（距離確保）、手指消毒、検温等の実施といった安全対策を行
い開催いたします。ご参加いただく方にはマスクの着用にご協力をお願
いいたします。なお、感染拡大状況により中止となる場合もございます
がご了承願います。

「令和 3 年度 松本市内部会ブロック別研修会」・「第 109 回税制勉強会」「令和 3 年度 松本市内部会ブロック別研修会」・「第 109 回税制勉強会」
開催中止について開催中止について

冬期特別研修会開催報告（オンライン開催）冬期特別研修会開催報告（オンライン開催）

　松本市内20部会を対象に、毎年３月に５つの会場で
開催していました「松本市内ブロック別研修会」につき
まして、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、
誠に恐れ入りますが開催を中止させていただくことと
なりました。

　２月18日、冬期特別研修会をオンライン開催いたし
ました。大阪大学大学院教授の松村真宏氏に講師をお
務めいただき「仕掛学 人を動かすアイデアの作り方」
というテーマでお話をしていただきました。
　ついつい〇〇したくなる「仕掛け」について様々な事

　また、２月22日に予定しておりました「第 109 回税
制勉強会（講師：松本税務署 小澤副署長）」につきまし
も中止させていただきましたことをご報告いたします。
会員企業の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ど
うぞご理解賜りますようお願い申し上げます。

例を挙げていただきながら、私たちの生活・経済活動
に活用できるヒントとしてわかりやすくお話をしてい
ただきました。大勢のご参加誠にありがとうございま
した。

　決算期末を迎える会員企業の皆様に活用いただくよ
うご案内をしております「松本法人会会員証明書・出
席票貼付台紙」（以下：「証明書・台紙」と表記）を、
本号付録でお届けいたしました。
　昨年度よりご案内の通り「証明書・台紙」は広報誌
3月号と 9月号に同封し、年 2回、全会員の皆様にお
届けしております。なお、ご使用方法に変更はござい
ませんので、これまで同様にご使用いただきますよう
お願いいたします。

～「証明書・台紙」の使い方～
　当会が実施する研修会や会議等にご出席いただいた
（もしくは資料をお届けした）会員の方に「出席証シー
ル」をお配りしています。この「出席票シール」を「証

明書・台紙」に貼り、確定申告書類提出時に併せて
松本税務署にご提出い
ただくことで「当会会
員企業であること、諸
行事への参加状況」を
署にも確認していただ
いております（「出席
票シール」が無い場合
でも税務署にご提出願
います）。詳しくは今
号付録の「証明書・台
紙」にてお確かめくだ
さい。

松本法人会会員証明書・出席票貼付台紙を当月号付録でお届けいたしました松本法人会会員証明書・出席票貼付台紙を当月号付録でお届けいたしました
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◎この用紙は、当会の全ての会員へ毎年、決算期末にお届けします。
◎この用紙の破損や紛失等の祭は、当会事務局または研修会場にて差しあげますのでお申付けください。
◎出席票シールを受け取りましたら出席日を記入し、貼付欄に貼ってください。
◎出席票貼付の全くない場合も、会員証明書となりますので、このまま必ずご提出ください。

法人税確定申告書類と同時に提出される場合
◎申告書類の末尾に添付して、毎期末税務署・国税局へご提出ください。

電子申告ご利用などにより、申告書とは別に提出される場合
◎お手数でも、この用紙を直接、松本税務署へお届けになるか、裏面に記載のとおり折りたたみ、封筒状に作成していただいた
　上で送付してください。
◎封筒で発送する場合、おそれいりますが容量に応じた送料を差出側でご負担くださるようお願いいたします。

上記の事業所は、当会の会員であることを証
します。さらに、下欄へ証票貼付のある場合
には、当会に係わるそれぞれの会議・研修会
等に出席しております。

松本法人会
会員証明書・
出席票貼付台紙

一般社団法人　松本法人会　会  長

（法人整理番号：　　　　　　　　　　）

会員事業所名

事業所所在地

代 表 者 名

（事務局：長野県松本市本庄 1丁目 3-10　大同声明松本ビル５階）

出席票貼り付け欄出席票貼り付け欄
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だ
な
ぁ
」
と

笑
。
そ
れ
よ
り
も
親
子
で
臨
ん
だ
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
、
並
々
な
ら
ぬ
練
習
と
圧
倒
的
な
信
頼
関
係

で
こ
こ
ま
で
来
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
伸
び
盛

り
の
中
学
３
年
生
の
時
に
正
和
さ
ん
が
病
に
倒

れ
、
不
安
は
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
鍵
山
選
手
は

「
僕
が
強
く
な
れ
ば
、
お
父
さ
ん
も
元
気
に
な

る
」
と
自
発
的
に
リ
ン
ク
に
向
か
い
、
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
曲
も
自
ら
選
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で

す
。
何
が
あ
っ
て
も
動
じ
な
い
心
と
行
動
力
を

見
習
い
た
い
も
の
で
す
。
ま
だ
ま
だ
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
が
蔓
延
す
る
中
で
す
が
、
す
べ
て
の
可

能
性
を
信
じ
進
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
！（
澤
田
）

あ
と
が
き

　（
本
号
編
集
委
員
：

　
　
　
　
深
澤
和
紀

　
　
　
　
澤
田
恵
輔
）

個人情報の取扱について
　当会は、会員企業に係る「個人情報」
を研修会・諸会議の開催通知、機関紙
等の送付並びに福利厚生制度のご案内
など、本会の事業活動のために利用し、
それ以外の目的で利用することは一切
ありません。
　また、お届けいただいた個人情報の
開示、訂正等のお問い合わせは下記窓
口までお願いいたします。
一般社団法人松本法人会　個人情報取扱係

　　発　行　所 
一般社団法人 松本法人会

〒390‐0814
長野県松本市本庄1丁目3番10号

TEL（0263）35‐8080 
FAX（0263）36‐0839 
編集人　 百瀬衛貴男 

（毎月１回１日発行） 
印刷所　アサカワ印刷株式会社

はしごチケットで街中を巡
るスタンプラリー実施中‼
（松本市）

　 松 本 市 内の 様々なお店 が 参
加する「まつもと百点プロジェクト

（M100）」では、スタンプラリーを
開催してます。専用マップ（はしごマッ
プ）を参考に参加店でお買い物 ( 飲
食・入館 )してスタンプを押してもら
うと、オリジナルグッズをプレゼント
してます。松本の街歩きで新たな発

見があるかも💕（澤田恵輔編集委員）

元は製材所…今はパンのお店

■ 営業日：毎週 金・土・日曜日
■ 営業時間：午前９時30分～午後６時
■ 住所：松本市奈川3901-1
■ TEL：0263-79-2212 

�

川
柳
コ
ー
ナ
ー

く
し
ゃ
み
し
て

　「
花
粉
だ
よ
な
」
と

　
　
　
　
　
　
　
独
り
言

卒
園
に

　
　
娘
え
が
お
で

　
　
　
　
　
　
母
な
み
だ

「
さ
よ
な
ら
」
の

　
　
次
に
ま
っ
て
る

　
　
　「
よ
ろ
し
く
ね
♪
」新

米

向井開発 有限会社
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令和４年３月１日発行 ま つ も と ほ う じ ん 第 565 号



－14－

令和４年３月１日発行 ま つ も と ほ う じ ん 第 566 号

～ 申告・納付期限の延長について（令和２年分）～～ 申告・納付期限の延長について（令和２年分）～
　今般、確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、「所

得税及び復興特別所得税」、個人事業者の「消費税及び地方

消費税」、「贈与税」の申告期限・納付期限が

令和３年４月 15 日（木）令和３年４月 15 日（木）まで延長されました。
これに伴い、「所得税及び復興特別所得税」と「消

費税及び地方消費税」の振替納税をりようされてい

る方の振替日が変更振替日が変更されました。

所得税

所得税

消費税

消費税

贈与税
及び復興特別所得税

及び復興特別所得税

及び地方消費税

及び地方消費税

いずれも４月15 日（木）

：５月31日（月）

：５月24日（月）


